
島 原 市 教 育 委 員 会

集案議

第 11号議案 島原市奨学生審議委員会委員の委嘱について

第 12号議案 島原市東京学生寮入寮者選考会委員の委嘱について

第 13号議案 島原市三会地区学校林管理委員会委員の委嘱について

第 14号議案 島原市社会教育指導員の委嘱について

平成 2 5年 4月 1 日 定例会



第 11 号議案

島原、市奨学生審議委員会委員の委嘱について

島原市奨学生審議委員会委員に、別紙の者を委嘱する。

平成 2 5年 4 月 1 日宅是出

島原市教育委員会

教育長 清水 充枝

提案理由

島原、市奨学金貸付基金条例第 1 0条及び島原市奨学金貸付基金条例施行

規則第 5条の規定により、委員に委嘱しようとするものである。



(参考)

島原市奨学金貸付基金条例 (抜粋)

(審議委員会)

第 10 条 奨学金の貸付に関する事項を審議するため、奨学生審議委員会

rじ上下 陰審議誇 /ェ 昌会さ1 しし・う ) 夢置 く

島原市奨学金貸付基金条例施行規則 (抜粋)

(審議委員会)

第 5条 島原市奨学生審議委員会 (以下 「審議委員会」という。 ) は、委

員 1 5名以内をもって組織する。

2 ~ 5 略合

6 委員の任期は、 3年 とする ただ し、補欠委員の任期は、前任委員の

残任期間 とす る。

霊



【別紙】

島原市奨学生審議委員会委員名簿
(平成25年4月1日現在)

職 名 氏名 住所 (学校 所 在地等 ) 任 期

島原、市民生委員至重委員協議会
連合会会長

汚く門 重明 H2541 ノYH28 3.31

長崎県立島原高等学校長 北浦 剛資 島原、市城内一丁 ヨ1130 H2541 ノ~H28 3 31

長崎県立島原農業高等学校長 本木秀＼樹 島原市下折橋町4520 H25.41 ′~H283.31

長崎県立島原工業高等学校長 有村圭一郎 島原市本光寺町4353 H25 4,1ノYH28 3。31

長崎県立長原商業高等-学校長 永 押 i パ← -島原市城内一丁 ョ1212 H25 」 1′~H28 331

島原中央高等学校長 古瀬 正昭 島原市船泊町3415 H25 4,1′~H28 3 31

島原市立第一中学校長 岩村 良之 島原市城内一丁目1222 H2541 ′~H28 3 31

島原市立第二中学校長 増田 登 島原市新山三丁目8916 H25 4。1′~H28 3 31

島原市青気:中学校長 北田 義久 島原市梅園町丁2898 H2541 ′~H28.3 31

島原市立三会中学校長 中村 展洋 島原市下宮町甲2511-2 H25,41 ′~H28 3 31

島原市立有明中学校長 城室 隆光 島原市有明町大三東戊1535 H25,41 ′~H28.3 31

島原市教育委員会教育長 清水 充枝 島原市有明町大三東戊1327 H2541/~H28 3.31

計 12名



第 1 2号議案

島原市東京学生寮入寮者選考会委員の委嘱について

島原市東京学生寮入寮者選考会委員に、下記の者を委嘱する。

職 名 氏 名 住所 (学校所在地等) 任 期

島原市教育委員会委員長 松本正弘
H25.4.I

()H26.3.31

平成 2 5年 4月 1 日提出

島原市教育委員会

教育長 清水 充枝

提案理由

島原市東京学生寮設置条例第 8条並びに島原市東京学生寮運営規則

第 9条、第 10 条及び第 11 条の規定により、委員に委嘱しようとする

もので ある。



(参考)
○島原市東京学生寮設置条例 (抜粋J

(入寮者選考会)
第 8条 学生の入退寮に関して諮問するため、島原市東京学生寮入寮者選考会を

置キく

○島原市東京学生寮運営規則 (抜粋)
(選考会)

第 9条 選考会は、委員 1 0 人以内をもって組織する。

2 委員は、市職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は 2年とする。ただし補欠による委員の任期は前任者の残任期間

とす る。

第 10(- 選考会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する

委員がその職務を代理する
第 11 条 前 2ノ【に定めるもののほか、選巽考会について必要な事項は会長が定め

る 。



【別紙】
島原市東京学生寮入寮者選考会委員名簿

(平成25年4月1日現在)

職 名 氏 名 住所 (学校所在地等 ) 任 期

長崎県立島原高等学校長 北浦 剛資 島原市城内二丁目1130 H24.4.1 ′~H26.3 31

長崎県立島原農業高等学校長 林 秀樹 島原市下折橋町4520 H2441/YH26 3.31

長崎県立島原工業高等学校長 有村圭一郎 島原市本光寺町4353 H24.41 ′~H26 3 31

長崎県立島原商業高等学校長 水田 等 島原市城内一丁目1213 H24.41 ′~H26 3.31

島原中央高等学校長 古瀬 正昭 島原市船泊町丁3415 H24 4.1′~H26 3.31

島原市教育委員会委員長 松本 正弘 H25 4.1′~H26.3 31

島原市教育委員会教育長 清水 充枝 島原市有明町大三東戊1327 H24 4.1′~H26 3.31

計 7名



第 1 3号議案

島原市三会地区学校林管理委員会委員の委嘱について

島原市三会地区学校林管理委員会委員に、次の者を委嘱する。

穿哉 名 氏 名 住戸折 (学校所在地等 ) 任 期

島原市寺ニ会中子料校長 中村 展祥 島原市ト自問甲Z511-2 平 成 25年 4月 1日~

平成 2 5年 4 月 1 日提出

島原市教育委員会

教育長 清水 充枝

提案理由

島原市三会地区学校林管理規程第 2条及び第 3条の規定により、委員

に委嘱 しようとす るものである。



(参考)
○ 島原市三会地区学校林管理規程 (抜粋)

(委員会の設置及び組織)

第 2条 学校林管理の万全を期するため、学校★林管理委員会 (以下 「委員会」 と

い う。 ) を 置 く。

2 委員会は、教育長 。契約管財グループ長 9農林水産グループ長及び三会小中

学校長 {以下 「学校長」 とい う ) をもって組織 し、教育委員会が委嘱する。

(委員の失職 )

第 3条 委員が前条第 2項にかかげるそれぞれの職を有 しなくなったときは、委

員の職を失う

(委員長)

第 4 条 委員会は一委員の うちから委員長を互選巽しなければならない。

2 委員長は 委員会の会議を主宰し、委員会に関する事務を処理し、委員長を

代表す る ,

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が

その職務を代理する。

(招集)

第 5条 委員会は、委員長が招集する

2 委員から委員会招集の請求があったときは、委員長はこれを招集 しなければ

な らな い ,

(会議)

第 6条 委員会は、 3人以上の委員が出席 しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委

員長の決するところによる。



醜-i紙】

島原市三会地区学校林管理委員会委員名簿

(平成 2 5年 4月 1 日現在)

耳鼓 名 氏 名 住 所(学校所在地等) 任 期

島原、市立三会小学校長 下田 恭子 島原、市中原町乙 1462 平成 2 4 年 4 月 1 日~

島原市立三会中学校長 中村 展洋 島原市下宮町甲 2511-2 平成 2 5年 4 月 1 日~

島原市教育委員会/教育長 潜水 充枝
島原、市有明町

大ニ/東戊 1327
平成 21 年 4 月 1 日~

島原市契約管財ゲルーフ;長 下岸 安彦 島原市 卜の町 537 平成 21 年 4 月 1 日~

島原、市農林水産グラトア長 片山 武則
島原市有明町

大三東戊 1327
平成 2 4年 4 月 1 日~

言T 5名

9



第 14 号議案

島原市社会教育指導員の委嘱について

島原市社会教育指導員に、下記の者を委嘱する。

氏 名 i性別 年鮎齢 住 所 備 考

菊池 格 男 63 元小学校校長

松本 和子 久 46 元高等学校教諭

平成 2 5年 4 月 1 日提出

島原、市教育委員会

教育長 清水 充枝

提案理由

島原市社会教育指導員の設置及び服務に関する規則第 2条及び第 3条

の現-た1こよ り、委員 に委 嘱 しよ うとす る もの で ある。



(参考)
島廉静止≠会教育指導員の設置及7網羅努に関する恭願、q

(自白の
第1条 この)競艇iは、島原i謎髭≧教育指導員の説直及ひ頑薩類こ関し、必要な事項を定めることを

巨的とする。

　　　
第2条 教育委員会に、社会教育指艶掌員を設鵜ける。

げ翌弔と身分の取扱いj

第3条 教育委員蛙ミば、社会教育指導員を委嘱する。

2 社会教育指導員は、非常勤の崎艶員とする。

3 社会溺清育指導員の鯵期は、 1年とする。ただし、前"王者の補充については、そ〔切餅丑期間と

する。

　　　
第4条 社会教育指導員は、教育委員会の定める社会溺ご育に関する方金Hd逢い、学習の指導及び

相談山浦国立士会教罰罰系団体の育成及じ時日き掌こあたるものとする。

碇瞬第
第5条 社会教育指導員の月薩努こついては、この塊則に定めるもののほ勃＼別にこれを定める。

僅勤醇郷諦観)
第6条そ士窪教育指導員の動驚歎ま、原則として1週間を通じて28日報覇とする。

　　　
第 7条 社会と育指導員 潮郷÷は、月額118,goo円と÷する。

　　　　
第 8条 この親狽りの施テについての必要な事項キエ 教育長が別に定める。


